【春秋会各期幹事選任細則】新旧対照表

	【改正案】
	【現行】

	（目的）
第１条　本細則は、会則第５条第５項に基づき、各期幹事として推薦する者を選出する手続を定めることを目的とする。

（所属期）
第２条　各期幹事は、次の基準による所属期ごとに推薦する。
①　修習生の過程を経た会員は、自己の修習期をその所属とする。ただし、１７期以前の期、１８期ないし２０期、２１期ないし２３期、２４期ないし２６期及び２７期ないし２９期は、それぞれ１つの期とみなす。	Comment by 弁護士　小野　宙: 　各期幹事選任細則の改定については，規定上，幹事会の決議事項である。もっとも重要な事項であるため，９月総会においてもお諮りしたところ，下記の旨に則り改訂する方向性につき，特段異論は出なかった。
　議論の発端は，所属人数の少ない期（上の期）の先生方から，毎年各期幹事の候補者を出すのが難しくなっているという意見を複数いただいたことである。なお，所属人数が少ない期は上の期に限られない（例：５０期）。
　そこでまず，従前から各期幹事の選出母体として統合されていた１７期以前の期のグループ（１７名），１８期ないし２０期（１６名）のグループに加えて，今回新たに２１期ないし２３期を１つのグループ（１８名）に，及び２４期ないし２６期を１つのグループ（１６名）に，そして２７期ないし２９期を１つのグループ（１８名）に，それぞれ統合することを上呈させていただく。
　なお，各期幹事選出母体の統合について，３０期以降については統合の必要がないという判断ではなく，３０期以降の期のうち所属人数が少ない期についても順次，時機を見て統合の議論がなされていくことも想定されており，その場合は別途，本細則の改訂を要するものと思料される。
②　６０期以降の期については、新旧試験を区別せずに、合わせて１つの期とする。
③　修習生の過程を経ずに弁護士会へ登録した会員は、幹事会による承認の下で、自己の希望により、①のいずれかに加入するか、あるいは特別期を構成するのかの選択をする。

（推薦の方法）
第３条　各期幹事は、毎年１月末日までに、同じ所属期に属する会員のうち、次の年度に各期幹事となるべき候補者を推薦して、幹事長に届け出なければならない。ただし、前記期日までに候補者の推薦届出がされない場合、幹事長に候補者の推薦を一任したものとみなす。

２　前項により推薦する人数は、所属期の会員が１３名以下のときは１名、１４名以上２７名以下のときは２名、２８名以上のときは３名とする。ただし、前条第１号ただし書の場合は、１名の推薦をもって足りるものとする。

３　前２項の推薦をするについては、所属期の会員が順次候補者に推薦されるよう配慮しなければならない。
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